
　当協議会の主催する「平成19年度肥料取締法（公定
規格）一部改正等の説明会並びに研修会」が３月27日
午後１時半より東京都港区の南青山会館で開催され
ました。今回は独立行政法人農林水産消費安全技術セ

ンター肥飼料安全検査部専門指導官の田村勉氏、農林
水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室農薬企
画班の井上知郁課長補佐らにおいでいただき、無登録
農薬関連のお話もありました。
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　登録の有効期間が６年である普通肥料の種
類が拡大されました。
　次の３つの条件を満たした肥料は、新たに予
期し得ない問題が生ずるおそれが少ないと判
断されるので、その登録の有効期間が延長され
ます。３１種類の肥料が対象です。
　①動物由来のたんぱく質を原料としていない。
　②動物に悪影響を及ぼす成分を含有するお 
 それがある汚泥及び魚介類の臓器を原料
 としていない。
　③他産業の副産物や廃棄物等であって精製
　　されていないものに由来する予期せぬ有
　　害成分を含むおそれがない。

　登録の有効期間の延長が適用される普通肥
料には「無条件で延長されるもの」と「一定の条
件で延長されるもの」があります。
●無条件で延長される肥料（２３種類）
●一定の条件で延長される普通肥料（８種類）

　有効期間の延長は、平成２０年２月下旬に公
布、同年４月１日から施行される予定です。そ
の適用は４月１日以降に申請されたもの対し
て行われ、４月１日以前に申請されたものの有
効登録期間は３年となります。
　
　また、「県知事の登録を受けている肥料につ
いても同様の取り扱いになる」「有効期間が６
年の肥料のみを原料として生産される『化成肥
料』『配合肥料』の有効期間も６年になる」など
の説明がありました。

肥料の品質保全に注力を 消費安全技術センター 肥飼料安全検査部
専門指導官 田村勉氏

　昨年、肥料に異物が混
入されると言うことがあ
りました。１つめは植物
由来のタンパク質肥飼料
の中にメラミンが混入さ
れていたという例。２つ

めは肥料の中に農薬が混入されており、それ
が病害虫防除に一定の効果を有しました。輸
入された肥料でありまして、販売者自ら混入
した訳ではありませんが、いずれにしても農
家等に販売され使われています。既に自主的
に回収されており、農林水産省からはそれに
関する資料や、農薬が混入されていたという

資料を今回みなさんにお配りしています。これ
らの問題を解決する一つの方法として、農林水
産省では家庭園芸肥料の分類については今後、
農薬成分の分析を検査項目にする検討もなさ
れているようです。これについては皆さんご関
心もおありでしょうし、後ほど農林水産省から
もご紹介があると思います。いずれにいたしま
しても肥料の品質を保つためには皆様、生産・
流通する方々の協力が不可欠であります。輸入
肥料については、そのようなことが有りました
が、このようなことがないように今後も肥料の
品質保全をお願いします。
（来賓祝辞にて）
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今般、農薬としての農林水産大臣の登録を受けてい
ない資材から農薬の成分が検出されたことが報告さ
れ、当該資材が一般の農業者等に販売されていたこ
とが判明しました。
　そこで、生産現場におけるこのような資材の使用
を防止するため、農薬登録を受けることなく、何ら
かの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬
としての効能効果を標榜しているか、もしくは、成
分からみて農薬に該当し得るもの（以下、「疑義資材」）
の製造者、販売者等への指導を行うための取り扱い
手順が次のように定められました。　今後は、農薬

と表示していない場合でも、何らかの形で農作物等
への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果
を標榜しているか、若しくは、成分からみて農薬に
該当し得るものは、疑義資材として取り扱うことに
なります。
　疑義資材に係わる表示、成分等を総合的に判断し、
農薬対策室が立入検査が必要と判断した場合に、立
入検査が行われます。
　立入検査は、原則として農薬対策室、（独）農林水
産消費安全技術センター、地方農政事務所及び都道
府県職員が合同で実施します。
　疑義資材に関する情報提供は、農林水産省ホーム
ページの農薬コーナーに設置する「農薬目安箱」等
を活用して行われます。

「疑義資材」について「疑義資材」について

園
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　園芸スタイルも趣味の園芸から飾る園芸へと変
化し、飾る園芸に向けてどうマーケットを作って
行くかが重要。
　１つは、飾りやすさ。テーブルでも圧迫感を感
じさせない大きさ（省スペース）。受け皿のいら
ない鉢（汚さない・インテリア性）、衛生的な用土・
肥料（食卓へ飾る）を考える。屋外か屋内か適し
た場所の分かりやすい提案など消費者に飾ったイ
メージを抱かせる工夫も必要。
　園芸スタイルが変化している背景に１世帯あた
りの人数割合の推移もある。05年１世帯あたり
の人数割合が３人以下の世帯が75％となってい
る。これでは花は好きだが手がかけられない世帯
が75％あるとも言える。園芸を楽しむ暇はない。
手間がいらない植物提案が必要。オランダで多肉

植物が多いのはメンテナン
スが楽だからであろう。
　消費者の住環境の変化を
見ると、郊外から都心回帰、
戸建てからマンションへと
物理的な制約もある。最適
な大きさ、仕様、容量を追求する事。培養土なら
何号鉢分と表記して使い切りタイプを出す事も時
代に合致していると思う。
　集合住宅向けの耐陰性のある植物提案や屋内を
ターゲットにした商品開発の強化も必要。
　癒しを求める人も増え、ペットを飼う世帯も増
えてきており、ペットの飼育環境に良いなど、あ
とは、飾った後捨てやすい、というのも大事。花
は飾りたいが、煩わしくない工夫も必要。

豊明市場における取扱品目の変化
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　１９９８年

　　品目名

パンジー

ニチニチソウ

プリムラジュリアン

サルビア

ペチュニア

マリーゴールド

ベゴニア センパ

キク

ポーチュラカ

ビオラ

　 ２００２年

　　品目名

パンジー

ペチュニア

ビオラ

プリムラジュリアン

ニチニチソウ

マリーゴールド

ハボタン

サルビア

ポーチュラカ

ベゴニア センパ

　 ２００７年

　　品目名

パンジー

ビオラ

ニチニチソウ

ハボタン

ペチュニア

プリムラジュリアン

マリーゴールド

サルビア

ミニシクラメン

ベゴニア センパ

〈鉢花　3.5寸以下〉
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　１９９８年

　　品目名

シクラメン

ポインセチア

リーガースベゴニア

シャコバサボテン

カランコエ

サイネリア

カーネーション

プリムラポリアンタ

ポットマム

アザレア

　 ２００２年

　　品目名

シクラメン

ポインセチア

チューリップ

カーネーション

カランコエ

サイネリア

リーガースベゴニア

シャコバサボテン

ハイビスカス

プリムラポリアンタ

　 ２００７年

　　品目名

シクラメン

カーネーション

カランコエ

ポインセチア

サイネリア

ハイドランジア

リーガースベゴニア

シャコバサボテン

ラベンダー

ハイビスカス

〈鉢花　4寸以上〉
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会員の皆様から頂いた質問に、農林水産省消費・安全局と
農薬対策室からお答えを頂きました。概要は次の通りです。

肥料取締法第 26条１項の「含有量又はその効果に関して虚偽の
宣伝はしてはならない」の「虚偽」とは何を示すのですか？次
のものは「虚偽」にはなりませんか？
①メーカーの実験によって推測される効果（仮説）。
②特許登録がある場合、明細書等に記載されている効果。
③定説ではないが、論文、専門書、一般書籍に記載されている効果。
④肥料を使用するものの間で一般的に言われている効果。　（鉄
は発根を促進するなど）

　  「虚偽」とは、内容が真実でないことです。含有量が事実
と違ったり、肥効がないのにあるように言うことなどです。
上記の①～④については、農水省に具体的にご相談下さい。

肥料取締法第 26条の２項の「その主成分又は効果に関して誤
解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない」の「名称」
とは、具体的に何を示すのですか？
商標、肥料法上の肥料の種類、ペットネーム、キャッチフレー
ズなどですか？また、「誤解を生ずるおそれ」の具体的な事
例を教えて下さい。

特殊肥料同士を混合して家庭園芸用複合肥料で登録し、販売
は出来ますか？
出来ない場合は、今後改正される可能性はありますか？

農水省の２月 28日のプレスリリースで、「今後、家庭園芸用
複合肥料の登録検査項目として農薬成分の追加を行う予定と
しています」が発表されていますが、詳しく教えてください。
（どのような農薬成分の検査か、いつからか、立ち入り検査
が実施されるようになるのか等）

農薬の植物生長調整剤と、肥料の効能効果の表現は区分し難
いですが、明確な区分基準はなんですか。（生長促進、開花･
着色促進等）

農薬取締法の農薬効果と、肥料取締法の効果とどう違うの
ですか？肥料の効果として次の語句はこれまで農業用肥料
や家庭園芸用肥料で広く使用されてきていますが、今後も
使用しても問題はないのですか？
◇窒素成分による生長促進
◇りん酸成分による開花促進
◇カリ成分による病害虫抵抗性の増大、開花結実の促進
◇鉄成分による発根促進効果
◇ケイ酸成分によるイネ科植物の耐病性、耐虫性の増大
◇カルシウム欠乏によるトマトの尻腐れ症の軽減
◇鉄分欠乏による黄化症の軽減
◇マグネシウム欠乏による黄化症の軽減、等。

原料メーカーが登録や届出をした肥料（魚かす、牛糞、鶏ふ
ん）に規格以上の有害成分や農薬が残留していた場合、そ
れを知らずに原料として肥料や用土を製造した時の配合
メーカー、袋詰めメーカーの責任はどうなりますか？

最近の培養土には、不良産業廃棄物が多量混入されている
ようですが、培養土の原材料の使用基準（使っていいもの、
悪いもの、使用条件等の基準）を設定する計画は農水省に
あるのですか？また、ＥＣ濃度の高いものや発ガン性の高
い物質が原材料として使用されている情報はお持ちでしょ
うか？

農薬効果のあるような表示の肥料の具体的な取締計画につ
いて教えて下さい。

　 科学的な根拠に基づくものは問題ないです。肥料は、
病虫害の防除を目的にしたものではないので、そのよう
な表示はしないようにして下さい。

　 肥料の名称、ペットネーム、肥料の種類などです。

 　場合によっては登録は可能です。

　現在、安全課で検討中です。「アグリクール」や「ＮＥＷ
碧露」などで違反のあった、アバメクチン、ピレトリン、
ロテノンは検査項目に入りますが、それ以外の成分も検討
中。時期は未定です。

　基準の書かれた文章はないですが、農薬の植物生長調整
剤は、農薬として登録をされているもので、機能の増進や
抑制の効果であり、肥料は、栄養を与えた結果から出てく
る効果です。

　疑義資材の通知に基づいて取締りをします。農水省の
ＨＰに「農薬目安箱」が設置されており、そこに来たもの
は調査を行います。

　 配合メーカー、袋詰めメーカーには、適正な成分のも
のを供給する責務があります。メーカーは、有害成分や
農薬が残留しているものの譲渡の中止や回収を速やかに
対応する必要があります。肥料や用土の品質の管理を徹
底して下さい。

 　担当の生産局環境保全対策室に相談して下さい。
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家庭園芸肥料・用土協議会は、家庭園芸の安全で健全な振興のために、メーカー企業有志により昭和59年に設立されました。

家庭園芸肥料・用土協議会
〒 650-0041 神戸市中央区新港町 14-1　財団法人日本肥糧検定協会関西支部気付

TEL 078-332-6491　　FAX 078-332-6545

窒素、りん酸、加里のうち二つ以上の成分を
含み、窒素、りん酸、加里のいずれか二つ以

上についてそれぞれの大きい主成分の量の合計量が
0.2％以上であり、窒素、りん酸、加里の主成分量が、
0.1％以上である肥料をいいます。（なお、前回で解
説したように、化成肥料や配合肥料の規格に当ては
まるものは、化成肥料や配合肥料で登録を受けなけ
ればなりません）
　また、ひ素、カドミウム、鉛など11種類の有害
成分の規制がありますので注意が必要です。現在、
家庭園芸用複合肥料に入れることが認められている
農薬は、「イミダクロプリド、アセタミプリド＋安
息香酸デナトニウム」だけです。それ以外の農薬を
入れることはできません。それ以外の農薬を無断で
入れると法律違反になりますので注意が必要です。

（公定規格の改正の申し出をし、認められれば入れる
ことができます）
　家庭園芸用複合肥料は農業用肥料に比べて、
　①うすい濃度で登録、販売できる
　②特殊肥料など多くの原料が使用できる
　③農業用肥料で使用が認められていない効果発　
　現促進材（ビタミン、コバルトなど）が使用できる
　④保証票の記載内容の一部を省略できる
などの特例があります。
　なお、〝家庭園芸専用〟の表示と、正味重量が 10
キログラム以下であることが必要です。　（事務局）

Ａ

このコーナーでは、過去に会員の皆様から協議会へ
寄せられた、肥料・用土に関する質問の中から、数
が多かったもの、重要と思われるものを毎回ご紹介
していきます。

Ｑ. 家庭園芸用複合肥料とは？

事 務 局 よ り

「消費者の部屋」特別展示 『食の安全と消費者の信頼の確保』
　農林水産省本省の「消費者の部屋」で、肥料・農薬・
飼料の安全性を紹介する特別展示『食の安全と消費者の
信頼の確保』が、7月 14～ 18日まで行われます。
　食べ物作りに欠かせない肥料、農薬、飼料の安全性の
検査や、食品表示の検査はどのように行われているのか？

　生産資材から食品まで、品質・安全性・表示の正しさを、
科学的に確かめている様子を紹介します。
　独立行政法人農林水産消費安全技術センター（ＦＡＭ
ＩＣ）の企画調整部広報室が担当されています。

【場所】 農林水産省本館１階「消費者の部屋」　（東京都千代田区霞が関1-2-1）
　　　 最寄り駅：東京メトロ霞が関駅（出口Ａ6・7・9）
【開室時間】 7月 14日：12時～ 17時　15～ 17日：10時～ 17時　18日：10時～ 13時
【お問い合わせ】 ０３－３５９１－６５２９
【ＨＰ】 http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/HEYA.htm/

●次回総会の日程が決定したしましたので、お知らせ致します。
　第 25 回家庭園芸肥料・用土協議会総会　【日時】7月 24 日　13 時 30 分　
　【場所】ＫＫＲホテル大阪（大阪市中央区馬場町 2-24）　【TEL】０６－６９４１－１１２２


